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(57)【要約】
【課題】　手術中に手術器具が触れてはならない危険部
位と手術器具との相対位置関係を視認できない場合であ
っても、危険部位に対する手術器具の接近状態を術者に
知らせる。
【解決手段】　手術支援システム１０は、手術中におけ
る生体組織及び手術器具１２の位置データを検出する立
体内視鏡装置１４と、その位置データに基づき手術器具
１２が生体組織内の危険部位Ｄに接近していることを知
らせる接近状態検出装置２０とを備えている。接近状態
検出装置２０では、予め取得した生体組織の画像データ
から生体組織のモデル４６を作成し、立体内視鏡装置１
４で検出された生体組織の位置データを使ったモデル４
６上の演算により、検出することのできない隠れ領域Ｈ
の位置データを求め、この求めた位置データと検出され
た位置データから、手術器具１２の先端と危険部位Ｄの
離間距離を求め、当該離間距離が所定の閾値以下である
場合に接近状態であると判断される。
【選択図】　　　　　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　手術中における生体組織及び手術器具の位置データを検出する位置検出装置と、前記位
置データに基づき、前記手術器具が前記生体組織内の指定部位に接近していることを知ら
せる接近状態検出装置とを備えた手術支援システムにおいて、
　前記接近状態検出装置は、予め取得した前記生体組織の画像データから前記生体組織の
モデルを作成するモデル作成手段と、前記手術器具の先端と前記指定部位の離間距離を求
める離間距離演算手段と、前記離間距離が所定の閾値以下である場合に接近状態であると
判断する判定手段とを備え、
　前記離間距離演算手段は、前記位置検出装置で取得できない所定領域の位置データを演
算により求める位置データ補完部と、前記位置検出装置で検出された位置データ及び前記
位置データ補完部で求めた位置データから前記離間距離を求める離間距離決定部とを備え
、
　前記位置データ補完部では、前記位置検出装置で取得された他の領域の位置データを使
った前記モデル上の演算により、前記所定領域の位置データを求めることを特徴とする手
術支援システム。
【請求項２】
　前記モデル作成手段は、前記生体組織の構成組織毎にその基礎データが記憶された記憶
部と、前記画像データに基づき、前記生体組織の全体形状及び各構成組織の位置を求める
形状位置特定部と、当該形状位置特定部で求められた前記生体組織の形状に基づいて当該
生体組織を複数の要素に分割する要素分割部と、前記記憶部で記憶された前記基礎データ
に基づいて外力と変位の関係を要素毎に求め、生体組織に作用する外力ベクトルと当該生
体組織の変位ベクトルとの関係を表す剛体方程式を有限要素法で求める剛体方程式決定部
とを備え、
　前記位置データ補完部では、前記他の領域の位置データを前記剛性方程式に代入し、当
該剛性方程式を解くことで、前記所定領域の位置データを求めることを特徴とする請求項
１記載の手術支援システム。
【請求項３】
　前記生体組織に作用する外力データを検出する力検出装置を更に備え、
　前記位置データ補完部では、前記他の領域の位置データ及び前記外力データを使った前
記モデル上の演算により、前記所定領域の位置データを求めることを特徴とする請求項１
記載の手術支援システム。
【請求項４】
　手術中における生体組織及び手術器具の位置データに基づき、当該手術器具が前記生体
組織内の指定部位に接近していることを知らせる接近状態検出装置において、
　予め取得した前記生体組織の画像データから前記生体組織のモデルを作成するモデル作
成手段と、前記手術器具の先端と前記指定部位の離間距離を求める離間距離演算手段と、
前記離間距離が所定の閾値以下である場合に接近状態であると判断する判定手段とを備え
、
　前記離間距離演算手段は、前記位置検出装置で取得できない所定領域の位置データを演
算により求める位置データ補完部と、前記位置検出装置で検出された位置データ及び前記
位置データ補完部で求めた位置データから前記離間距離を求める離間距離決定部とを備え
、
　前記位置データ補完部では、前記位置検出装置で取得された他の領域の位置データを使
った前記モデル上の演算により、前記所定領域の位置データを求めることを特徴とする接
近状態検出装置。
【請求項５】
　手術中に検出された生体組織及び手術器具の位置データに基づき、当該手術器具が前記
生体組織内の指定部位に接近していることを知らせる接近状態検出装置のコンピュータに
、所定の処理を実行させるためのプログラムであって、
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　予め取得した前記生体組織の画像データから前記生体組織のモデルを作成し、検出され
た前記生体組織の位置データを使った前記モデル上の演算により、検出することのできな
い所定領域の位置データを求め、この求めた位置データと検出された位置データから、前
記手術器具の先端と前記指定部位の離間距離を求め、当該離間距離が所定の閾値以下であ
る場合に接近状態であると判断する処理を順に前記コンピュータに実行させることを特徴
とする接近状態検出装置のプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、手術支援システム、接近状態検出装置及びそのプログラムに係り、更に詳し
くは、術野が狭い低侵襲手術時において、手術器具が接触してはならない生体組織に対す
る手術器具の接近状態を手術者に知らせることのできる手術支援システム、接近状態検出
装置及びそのプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大きな切開を要さずに患者への負担を少なくする低侵襲手術が注目されており、
この低侵襲手術として内視鏡下手術が知られている。この内視鏡下手術は、内視鏡と、メ
ス、鉗子、穿刺針等が先端側に設けられた棒状の手術器具とが、患者の体表部分に開けた
穴から体内に挿入され、医師が前記内視鏡及び手術器具を患者の体外側から操作すること
により、体腔内の患部の処置を行う手術である。このような内視鏡下手術は、現在、医師
の手で手術器具を直接操作することが多いが、近時、医師の遠隔操作で手術器具を動作さ
せるマスタスレーブ方式の手術ロボットシステムの研究開発も盛んに行われている。
【０００３】
　以上のような内視鏡下手術では、医師は患部及びその周辺を直接視認することができず
、モニタに映し出された内視鏡画像上でしか患部を視認できないため、医師が得る視覚情
報が制限される。つまり、内視鏡画像上では、モニタの奥行方向の距離感覚が失われ易い
ばかりか、手術器具が画像上に写ると、当該手術器具の奥側に存在する部分が隠れ領域と
して視認できない。この場合は、内視鏡の姿勢を変える等で対処可能な場合があるが、医
師の直視に比べると、どうしても視認できない隠れ領域が多くなり、患部付近の正確な空
間把握が難しくなる。このため、前記隠れ領域が、手術器具を接触させてはならない血管
や神経等の危険部位であると、手術器具が危険部位に不意に接触し、出血等の偶発症を発
生させてしまう虞がある。
【０００４】
　ところで、特許文献１には、手術器具と危険部位との位置関係の情報をリアルタイムで
提供する手術支援装置が開示されている。この手術支援装置では、以下の手順で、危険部
位に対する手術器具の接近状態を手術者に知らせる。先ず、手術前に、ＭＲＩ（磁気共鳴
画像診断装置）等の撮像装置で患者の患部を撮像し、その画像上で危険部位等のセグメン
テーション領域を指定し、当該セグメンテーション領域の周囲の各ピクセルとセグメンテ
ーション領域との最短距離をピクセル毎に求めてデータベース化する。そして、手術時に
おいて、手術器具の先端位置を三次元位置検出装置で検出することで、当該先端位置に相
当する前記データベース上のピクセル位置を特定し、データベースから、手術器具の先端
位置からセグメンテーション領域までの距離が判明し、当該距離が予め指定した閾値より
小さい場合は、警告を発するようになっている。
【特許文献１】特開２００８－１８１７２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記特許文献１の手術支援装置にあっては、手術前に撮像した画像で危
険部位に接近する空間領域が特定され、当該空間領域内に現在の手術器具が位置するか否
かによって接近状態を判定するため、手術中の危険部位の位置、姿勢、形状が、手術前の
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状態から変わっていないことが前提となる。このため、手術中に患部や患部付近の組織が
動いて危険部位が移動する場合や、他の手術器具による組織への押圧によって危険部位が
移動、変形するような場合に、前記手術支援装置では、危険部位に対する手術器具の正確
な接近状態を検出することができない。
【０００６】
　本発明は、以上のような課題に着目して案出されたものであり、その目的は、手術中に
手術器具が触れてはならない危険部位等の指定部位と手術器具との相対位置関係を視覚上
で確認できない場合であっても、指定部位に対する手術器具の接近状態を手術者に知らせ
ることができる手術支援システム、接近状態検出装置及びそのプログラムを提供すること
にある。
【０００７】
　また、本発明の他の目的は、前記指定部位の状態が手術前から変化しても、当該変化に
対応した指定部位と手術器具の接近状態を検出することができる手術支援システム、接近
状態検出装置及びそのプログラムを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　（１）前記目的を達成するため、本発明は、手術中における生体組織及び手術器具の位
置データを検出する位置検出装置と、前記位置データに基づき、前記手術器具が前記生体
組織内の指定部位に接近していることを知らせる接近状態検出装置とを備えた手術支援シ
ステムにおいて、
　前記接近状態検出装置は、予め取得した前記生体組織の画像データから前記生体組織の
モデルを作成するモデル作成手段と、前記手術器具の先端と前記指定部位の離間距離を求
める離間距離演算手段と、前記離間距離が所定の閾値以下である場合に接近状態であると
判断する判定手段とを備え、
　前記離間距離演算手段は、前記位置検出装置で取得できない所定領域の位置データを演
算により求める位置データ補完部と、前記位置検出装置で検出された位置データ及び前記
位置データ補完部で求めた位置データから前記離間距離を求める離間距離決定部とを備え
、
　前記位置データ補完部では、前記位置検出装置で取得された他の領域の位置データを使
った前記モデル上の演算により、前記所定領域の位置データを求める、という構成を採っ
ている。
【０００９】
　（２）ここで、前記モデル作成手段は、前記生体組織の構成組織毎にその基礎データが
記憶された記憶部と、前記画像データに基づき、前記生体組織の全体形状及び各構成組織
の位置を求める形状位置特定部と、当該形状位置特定部で求められた前記生体組織の形状
に基づいて当該生体組織を複数の要素に分割する要素分割部と、前記記憶部で記憶された
前記基礎データに基づいて外力と変位の関係を要素毎に求め、生体組織に作用する外力ベ
クトルと当該生体組織の変位ベクトルとの関係を表す剛体方程式を有限要素法で求める剛
体方程式決定部とを備え、
　前記位置データ補完部では、前記他の領域の位置データを前記剛性方程式に代入し、当
該剛性方程式を解くことで、前記所定領域の位置データを求める、という構成を採ってい
る。
【００１０】
　（３）更に、前記生体組織に作用する外力データを検出する力検出装置を更に備え、
　前記位置データ補完部では、前記他の領域の位置データ及び前記外力データを使った前
記モデル上の演算により、前記所定領域の位置データを求める、という構成も併せて採用
することができる。
【００１１】
　（４）また、本発明は、手術中における生体組織及び手術器具の位置データに基づき、
当該手術器具が前記生体組織内の指定部位に接近していることを知らせる接近状態検出装
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置において、
　予め取得した前記生体組織の画像データから前記生体組織のモデルを作成するモデル作
成手段と、前記手術器具の先端と前記指定部位の離間距離を求める離間距離演算手段と、
前記離間距離が所定の閾値以下である場合に接近状態であると判断する判定手段とを備え
、
　前記離間距離演算手段は、前記位置検出装置で取得できない所定領域の位置データを演
算により求める位置データ補完部と、前記位置検出装置で検出された位置データ及び前記
位置データ補完部で求めた位置データから前記離間距離を求める離間距離決定部とを備え
、
　前記位置データ補完部では、前記位置検出装置で取得された他の領域の位置データを使
った前記モデル上の演算により、前記所定領域の位置データを求める、という構成を採っ
ている。
【００１２】
　（５）更に、本発明は、手術中に検出された生体組織及び手術器具の位置データに基づ
き、当該手術器具が前記生体組織内の指定部位に接近していることを知らせる接近状態検
出装置のコンピュータに、所定の処理を実行させるためのプログラムであって、
　予め取得した前記生体組織の画像データから前記生体組織のモデルを作成し、検出され
た前記生体組織の位置データを使った前記モデル上の演算により、検出することのできな
い所定領域の位置データを求め、この求めた位置データと検出された位置データから、前
記手術器具の先端と前記指定部位の離間距離を求め、当該離間距離が所定の閾値以下であ
る場合に接近状態であると判断する処理を順に前記コンピュータに実行させる、という構
成を採っている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、位置検出装置により、手術中における生体組織及び手術器具の位置デ
ータがリアルタイムに検出され、当該位置データから、手術中の生体組織及び手術器具の
離間距離が求められる。また、位置検出装置で取得できない生体組織の所定領域の位置デ
ータは、予め作成されたモデルを使って、位置検出装置で取得した他の領域の生体組織の
位置データから演算で求められ、この求めた位置データから前記所定領域と手術器具の離
間距離が求められる。これにより、生体組織の所定領域の位置データを位置検出装置で検
出できない場合があっても、所定領域の位置データがモデルを使って推定され、手術中に
手術器具が触れてはならない危険部位等の指定部位が前記所定領域内に存在していても、
指定部位と手術器具の離間距離をリアルタイムに把握できる。また、位置検出装置によっ
て位置データが取得される生体組織の他の領域は、当該他の領域と手術器具の離間距離が
、位置検出装置で検出された位置データから求められる。従って、手術中に医師が前記指
定部位と手術器具との相対位置関係が視認できない場合でも、指定部位に対する手術器具
の接近状態を手術者に知らせることができる。
【００１４】
　また、手術中に生体組織が動き、前記指定部位が移動するような場合であっても、位置
検出装置でリアルタイムに生体組織の位置データが検出されるとともに、当該位置データ
が検出不能となる前記所定領域は、前述のように、リアルタイムに検出された他の領域の
位置データをモデルに代入することにより、リアルタイムな位置データを演算で求めるこ
とができ、移動時の指定部位と手術器具の離間距離の把握が可能となる。特に、前記（３
）の構成を併用することにより、検出不能となる前記所定領域については、手術中に付加
された外力による生体組織の変位、変形がモデル上で考慮され、位置データの推定精度を
一層向上させることができる。以上により、前記指定部位の状況が手術前から変化しても
、当該変化に対応して指定部位と手術器具の接近状態を検出することが可能になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら説明する。
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【００１６】
　図１には、本実施形態に係る手術支援システムの概略構成図が示されている。この図に
おいて、手術支援システム１０は、医師の遠隔操作によってメス、鉗子、穿刺針等の手術
器具を動作させるマスタスレーブ方式の手術支援ロボットに適用されるシステムであって
、手術対象部位Ｓの中で手術器具１２が触れてはならない血管、神経等の危険部位Ｄ（指
定部位）と手術器具１２の位置関係を把握しながらロボットの動作制御を行うシステムで
ある。なお、本明細書において、「手術対象部位Ｓ」は、手術の対象となる患部及びその
周辺領域からなる生体組織の部位を意味する。
【００１７】
　前記手術支援システム１０は、手術対象部位Ｓの表面及び手術器具１２を撮像しながら
撮像部位の三次元位置データを検出する位置検出装置としての立体内視鏡装置１４と、手
術器具１２を保持しながら動作して手術対象部位Ｓに所定の処置を施すロボットからなる
スレーブマニピュレータ１６と、このスレーブマニピュレータ１６に動作指令をする操作
装置であるマスタマニピュレータ１７と、生体組織に作用する外力データを検出する力検
出装置１９と、三次元位置データに基づいて危険部位Ｄと手術器具１２が接近状態にある
ことを知らせる接近状態検出装置２０と、マスタマニピュレータ１７からの指令に加え、
接近状態検出装置２０からの接近状態に関する情報に基づいてスレーブマニピュレータ１
６の動作を制御する制御装置２２とを備えて構成されている。
【００１８】
　前記立体内視鏡装置１４は、患者の皮膚組織に開けられた穴に装着された筒状のトロカ
ールＴ内に挿通され、体外間を貫通して先端側の画像取得部分が、手術対象部位Ｓに接近
するように配置されている。この立体内視鏡装置１４は、二眼のカメラによってステレオ
画像を取得可能な公知のものが用いられ、当該ステレオ画像に基づいて、画像上に写る各
撮像部分の奥行距離を得るステレオマッチング法等の画像処理を行い、所定の座標系にお
ける各撮像部分の三次元位置データを得るようになっている。ここでの画像処理は、公知
技術であり、本発明の本質部分ではないため、説明を省略する。
【００１９】
　前記スレーブマニピュレータ１６は、棒状の手術器具１２の一端側を保持して、当該手
術器具１２を移動可能に動作するロボットアーム２４と、このロボットアーム２４を駆動
させる図示しないモータを含む駆動装置２５とを備えている。これらロボットアーム２４
及び駆動装置２５は、公知の手術支援ロボットに適用される構造が採用されており、ここ
では詳細な説明を省略する。なお、特に限定されるものではないが、本実施形態では、２
つのスレーブマニピュレータ１６，１６を利用し、図１中左右２つの手術器具１２，１２
を使って手術対象部位Ｓの処置を行うようになっており、後述するように、図１中右側に
存在する一方の手術器具１２が危険部位Ｄに接触しないような動作制御がなされる。
【００２０】
　前記マスタマニピュレータ１７は、医師が、立体内視鏡装置１４による撮像画像を見な
がら図示しない操作部を把持して所望の方向に動かすことで、ロボットアーム２４を所望
の方向に操作可能となる公知の構造のものが採用されている。本構造についても、詳細な
説明を省略する。
【００２１】
　前記力検出装置１９は、手術対象部位Ｓ若しくはその周囲に接触する図１中左側の他方
の手術器具１２によって手術対象部位Ｓに付加された外力データを検出するようになって
いる。すなわち、力検出装置１９は、図示しない力センサを使い、他方の手術器具１２で
手術対象部位Ｓに押圧するときの押圧力及びその方向を測定するようになっている。なお
、力検出装置１９としては、手術対象部位Ｓに作用する外力データを検出できる限り、種
々の装置を採用することができ、手術対象部位Ｓに対する外力の影響が殆ど無いような場
合は、力検出装置１９の設置を省略することもできる。
【００２２】
　前記接近状態検出装置２０は、ソフトウェア及び／又はハードウェアによって構成され
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、プロセッサ等、複数のプログラムモジュール及び／又は処理回路より成り立っており、
制御装置２２とともに一連のコンピュータ内に格納され、当該コンピュータを以下の各手
段として機能させるプログラムがインストールされている。
【００２３】
　前記接近状態検出装置２０は、予め取得した手術対象部位Ｓの画像データから当該手術
対象部位Ｓのモデルを作成するモデル作成手段２８と、前記一方の手術器具１２の先端と
危険部位Ｄの離間距離を求める離間距離演算手段３０と、離間距離演算手段３０で求めた
離間距離が所定の閾値以下である場合に接近状態であると判断する判定手段３２とを備え
ている。
【００２４】
　前記モデル作成手段２８は、手術対象部位Ｓの構成組織（実質細胞、血管、神経等）毎
に弾性率やポアソン比等の基礎データが記憶された記憶部３４と、磁気画像共鳴診断装置
（ＭＲＩ）、コンピュータ断層撮影装置（ＣＴ）、超音波画像診断装置等の図示しない撮
像装置で手術前に予め撮像した画像データに基づき、手術対象部位Ｓの全体形状及び各構
成組織の位置を求める形状位置特定部３５と、形状位置特定部３５で求められた手術対象
部位Ｓの形状に基づいて当該手術対象部位Ｓを複数の要素に分割する要素分割部３６と、
記憶部３４で記憶された前記基礎データに基づいて外力と変位の関係を要素毎に求め、生
体組織に作用する外力ベクトルと当該生体組織の変位ベクトルとの関係を表す剛体方程式
を有限要素法で求める剛体方程式決定部３７とを備えている。
【００２５】
　前記離間距離演算手段３０は、立体内視鏡装置１４で取得できない三次元位置データを
演算で補完的に求める位置データ補完部３９と、手術対象部位Ｓの中の危険部位Ｄから前
記一方の手術器具１２の先端までの最短直線距離となる離間距離を演算で求める離間距離
決定部４０とにより構成されている。
【００２６】
　前記位置データ補完部３９では、図２に示されるように、手術中の内視鏡画像上、手術
器具１２の裏側に隠れていて三次元位置データを立体内視鏡装置１４で取得できない手術
対象部位Ｓの隠れ領域Ｈについて、前記剛体方程式を使った演算により三次元位置データ
が求められる。すなわち、立体内視鏡装置１４で取得できた手術対象部位Ｓの表面の三次
元位置データと力検出装置１９で検出した外力データを剛体方程式に代入して解くことで
、当該剛体方程式中で未知数となる隠れ領域Ｈの三次元位置が求められる。なお、立体内
視鏡装置１４では、前記剛体方程式を解くことができる程度の三次元位置データの量、つ
まり、隠れ領域Ｈの全域の位置情報を確定若しくは限定可能な程度の三次元位置データの
量が取得される。これによって、立体内視鏡装置１４で取得した三次元位置データの他に
、前記一方の手術器具１２に重なって画像上視認できない隠れ領域Ｈの三次元位置データ
も推定できることになり、立体内視鏡装置１４の視野範囲Ａ内にある手術対象部位Ｓの表
面の三次元位置データが隠れ領域Ｈも含めて全て判明する。ここでの処理内容については
後で詳述する。
【００２７】
　前記離間距離決定部４０では、後述するように、立体内視鏡装置１４で取得された手術
対象部位Ｓの三次元位置データと、前記位置データ補完部３９で求めた隠れ領域Ｈの三次
元位置データとにより、予め指定された危険部位Ｄにおける手術中の三次元位置データが
特定される。そして、当該危険部位Ｄの三次元位置データと立体内視鏡装置１４で取得さ
れた手術器具１２の三次元位置データとにより、前記一方の手術器具１２の先端から危険
部位Ｄまでの最短直線距離が座標上の演算で求められる。
【００２８】
　前記判定手段３２は、離間距離決定部４０で求めた離間距離が予め設定した閾値以下か
否かが判定され、当該閾値以下である場合に、所定の信号からなる接近情報を生成して制
御装置２２に送るようになっている。
【００２９】
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　前記制御装置２２は、マスタマニピュレータ１７の指令に応じてロボットアーム２４が
動作するように駆動装置２５の駆動を制御するロボット制御部４２と、接近状態検出装置
２０から接近情報が発せられた場合に、ロボット制御部４２に対し、接近情報を回避する
方向に前記一方の手術器具１２の先端を動作させるロボット補正指令部４３とを備えて構
成されている。このロボット補正指令部４３では、接近状態検出装置２０から接近情報が
発せられた場合に、駆動装置２５の駆動に負荷を与え、ロボットアーム２４の動作にブレ
ーキをかけることにより、ロボットアーム２４の更なる動作を規制若しくは停止する補正
指令を行うことも可能である。また、ロボット補正指令部４３を設けずに、或いは、ロボ
ット補正指令部４３による補正制御に加え、前記接近情報が発せられたときには、図示し
ないスピーカー等から警告音を発生させるようにしてもよい。
【００３０】
　次に、前記離間状態検出装置２０で接近状態を検出するための各種手順を以下に説明す
る。なお、以下においては、手術対象となる生体組織を脳として説明するが、これに限定
されるものではない。
【００３１】
　手術前の準備として、磁気画像共鳴診断装置（ＭＲＩ）、コンピュータ断層撮影装置（
ＣＴ）、超音波画像診断装置等の図示しない撮像装置で、手術対象部位Ｓとなる患者の脳
部Ｓが撮像され、手術前の脳部の画像データが得られる。そして、当該画像データに基づ
き、モデル作成手段２８において、患者の脳部Ｓが以下の手順でモデル化される。
【００３２】
　先ず、学術的に解明されている一般的なヒトの脳組織の弾性率及びポアソン比の基礎デ
ータが、脳細胞、血管、神経等の脳の構成組織毎に記憶部３４に記憶されている。
【００３３】
　そして、患者の脳部Ｓが前記撮像装置で撮像された後、形状位置特定部３５において、
撮像装置の画像データから手術対象の脳部Ｓの形状とその各構成組織の位置が次のように
設定される。すなわち、前記画像データに基づいて、コンピュータを使った公知の画像処
理により、脳部Ｓの三次元形状若しくは所定断面の二次元形状が導出され、且つ、その中
の構成組織（脳細胞、血管、神経等）の位置が特定される。なお、脳部Ｓの形状及び／又
は各構成組織の位置は、前述の自動処理でなく、前記画像データを視認した医師等による
手入力で設定してもよい。このとき、同様に画像データを視認した医師等により、手術時
に手術器具１２が触れてはならない血管、神経、機能領域等の危険部位Ｄが指定される。
【００３４】
　次に、要素分割部３６において、有限要素法における要素Ｍの形状と当該各要素Ｍの節
点（ノードＮ）の数とを指定することで、デラウニー法等の公知の手法により、形状位置
特定部３５で求めた脳部Ｓの形状から、当該脳部Ｓを複数領域に分割し、メッシュが生成
される。なお、図３においては、図面の錯綜を回避するため、脳モデル４６の一部領域の
み要素Ｍを記載し、残りの領域における要素Ｍの記載は省略している。
【００３５】
　その後、剛体方程式決定部３７では、以下のように有限要素法を使って剛体方程式が決
定される。すなわち、先ず、形状位置特定部３５で求められた脳部Ｓの各構成組織の位置
と、要素分割部３６で決定された各要素Ｍとを対比することにより、各要素Ｍが、どの構
成組織に該当するのかが特定される。そして、各要素Ｍそれぞれについて、記憶部３４で
構成組織毎に記憶された弾性率及びポアソン比のうち該当する組織のものが選択され、公
知の構造計算によって、各要素Ｍの周囲のノードＮにかかる荷重と当該要素Ｍの変形情報
との関係式が求められる。ここでの変形情報は、要素Ｍを構成するノードＮの変位と、当
該要素Ｍ内に作用する応力及びひずみを指す。そして、前記関係式から脳モデル４６全体
の剛性方程式が求められる。ここで、剛性方程式は、各ノードＮに作用する外力ベクトル
Ｆ、全体の剛性マトリックスＫ、ノードＮの変位ベクトルＵとすると、次式（１）の関係
で表せる。
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【数１】

　以上の剛性方程式により、各ノードＮに作用する外力が特定できれば、各ノードＮの変
位や各メッシュＭに作用する応力が算出可能となり、逆に、各ノードＮの変位が特定でき
れば、各ノードＮ及び脳全体に作用する外力が算出可能となる。なお、この剛性方程式を
求める際の固定端等の境界条件は、所定の経験的データ等から医師やエンジニア等によっ
て事前に決定し入力される。
【００３６】
　このように求めた脳モデル４６では、予め指定された危険部位Ｄを構成するノードＮが
特定されることになる。
【００３７】
　そして、立体内視鏡装置１４及び前記各手術器具１２，１２の座標基準を設定した上で
、医師によって手術が開始される。このとき、先ず、図１に示されるように、頭部の数カ
所に穴を開け、当該穴内に手術器具１２，１２及び立体内視鏡装置１４が挿入される。そ
して、立体内視鏡装置１４と前記脳モデル４６上とで座標上の対応付けがなされる。
【００３８】
　以上の設定が終了した後で、医師は、立体内視鏡装置からの三次元画像を視認しながら
、手術器具１２，１２が所望の方向に動作するようにマスタマニピュレータ１７を操作す
ることで、手術器具１２，１２による脳部Ｓの処置が行われる。
【００３９】
　次に、離間距離演算手段３０により、移動する前記一方の手術器具１２と危険部位Ｄの
離間距離が以下のようにして求められる。
【００４０】
　先ず、立体内視鏡装置１４により、三次元画像に写る各部分の三次元位置データが逐次
取得される。つまり、三次元画像上の脳部Ｓや前記一方の手術器具１２の三次元位置デー
タがリアルタイムで得られる。これと同時に、前記他方の手術器具１２で脳表面を押さえ
た場合等に、当該押圧部分から脳に外力（押圧力）が作用し、当該押圧力の作用点の位置
とその大きさ及び方向（外力データ）が力検出装置１９によって逐次取得される。なお、
脳部Ｓに対して外力が全く作用しない場合は、以下の剛性方程式の外力ベクトル項がゼロ
とされる。
【００４１】
　ところで、一方の手術器具１２が移動する過程で、脳部Ｓの表面上方における一部分に
当該手術器具１２が位置するような場合には、図２に示されるように、立体内視鏡装置１
４で撮像された三次元画像上では、脳部Ｓの一部表面が一方の手術器具１２で隠れる隠れ
領域Ｈとなって、当該隠れ領域Ｈと一方の手術器具１２との離間距離が視覚上全く分から
なくなるとともに、隠れ領域Ｈの三次元位置データが立体内視鏡装置１４で取得できなく
なる。そこで、位置データ補完部３９により、このような隠れ領域Ｈの三次元位置データ
が演算により求められる。すなわち、立体内視鏡装置１４で三次元位置データを取得でき
た脳部Ｓの表面部分に対応する脳モデル４６上の各ノードＮの位置と、力検出装置１９で
検出された前記押圧力の大きさ、方向及び作用点に対応するノードＮの位置とが、剛体方
程式決定部３７で求められた剛性方程式に代入され、当該剛性方程式を解くことにより、
未知数である隠れ領域Ｈの三次元位置データが求められる。つまり、ここでは、立体内視
鏡装置１４で取得した脳部Ｓの表面の三次元位置データや外力データが、脳モデル４６で
対応するノードＮに強制変位として剛性方程式に与えられ、当該剛性方程式を解くことで
隠れ領域Ｈの三次元位置データが求められる。
【００４２】
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　そして、離間距離決定部４０では、立体内視鏡装置１４で検出された三次元位置データ
と、位置データ補完部３９で求められた隠れ領域Ｈの三次元位置データから、脳モデル４
６上に予め設定された危険部位Ｄの三次元位置データが判明し、当該危険部位Ｄの三次元
位置データと一方の手術器具１２の先端の三次元位置データとの最短直線距離（離間距離
）が座標上の演算で求められる。
【００４３】
　次に、判定手段３２によって、前記離間距離が予め設定した閾値以下であるか否かが判
定され、当該閾値以下であると接近状態と判断されて前記接近情報が作成されて制御装置
２２に送信される。
【００４４】
　制御装置２２では、ロボット補正指令部４３により、接近状態検出装置２０から接近情
報を受け取ると、前記一方の手術器具１２の先端が危険部位Ｄに近付かない方向に回避す
るように、マスタマニピュレータ１７による医師の操作指令を補正してロボット制御部４
２に指令し、当該補正指令に従ってロボットアーム２４が動作する。一方、接近状態検出
装置２０で接近情報が発せられない場合は、前記補正指令がなされず、マスタマニピュレ
ータ１７による医師の操作指令のみに従ってロボットアーム２４が動作する。
【００４５】
　従って、このような実施形態によれば、内視鏡下のロボット手術において、前記他方の
手術器具１２が生体組織に与えた影響により、当該生体組織が変位変形するような場合で
も、前記一方の手術器具１２で隠れて医師が視認できない内視鏡画像上の隠れ領域Ｈの位
置を推定することができる。このため、隠れ領域Ｈ内に危険部位Ｄが存在する場合であっ
ても、当該危険部位Ｄと一方の手術器具１２との間の距離をモニタリングすることができ
、当該手術器具１２の危険部位Ｄへの不意な接触を回避することができる。
【００４６】
　なお、本発明における接近状態検出装置２０は、マスタスレーブ方式の手術支援ロボッ
トに対する適用に限らず、ロボットを使用せずに医師の手で直接処置をする手術等、手術
対象部位Ｓを直視できない或いは視認し難いような手術全般に適用可能である。
【００４７】
　また、前記指定部位としては、前記危険部位Ｄに限らず、手術時の視野内に存在する生
体組織内の部位となる限り、任意に設定可能である。
【００４８】
　更に、本実施形態では、前記位置検出装置として、立体内視鏡装置１４を用いたが、本
発明はこれに限らず、術野内の生体組織及び手術器具１２の各部分の三次元位置データを
取得できる装置であれば、機械式、光学式、磁気式、超音波式等、種々のものを適用する
ことができる。但し、内視鏡下手術においては、術野の視認に内視鏡装置が用いられるこ
とから、前記実施形態のように立体内視鏡装置１４を用いることで、術野のリアルタイム
の画像を得ながら、同時に当該画像内の三次元位置データを得ることができ、当該位置デ
ータ取得用として新たな計測装置を設ける必要がなく、手術スペースの有効活用に寄与で
きる。
【００４９】
　また、生体組織のモデル４６として、マススプリングシステムによるモデルを使っても
よい。
【００５０】
　その他、本発明における装置各部の構成は図示構成例に限定されるものではなく、実質
的に同様の作用を奏する限りにおいて、種々の変更が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本実施形態に係る手術支援システムの概略構成図。
【図２】隠れ領域を説明するための概念図。
【図３】有限要素法上の要素とノードを説明するため概念図。
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【符号の説明】
【００５２】
　１０　手術支援システム
　１２　手術器具
　１４　立体内視鏡装置（位置検出装置）
　１９　力検出装置
　２０　接近状態検出装置
　２８　モデル作成手段
　３０　離間距離演算手段
　３２　判定手段
　３４　記憶部
　３５　形状位置特定部
　３６　要素分割部
　３７　剛体方程式決定部
　３９　位置データ補完部
　４０　離間距離決定部
　４６　脳モデル
　Ｄ　危険部位（指定部位）
　Ｈ　隠れ領域（所定領域）
　Ｓ　手術対象部位（生体組織）

【図１】 【図２】
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摘要(译)

要解决的问题：即使无法从视觉上识别手术器械与手术器械不应接触的
危险部位之间的相对位置关系，也要通知操作者手术器械接近危险部位
的状态。 手术支持系统（10）包括在手术期间检测生物体的位置数据的
立体内窥镜装置（14）和手术器械（12），根据该位置数据将手术器械
（12）识别为生物体中的危险部位（D）。 提供了用于通知车辆正在接
近的接近状态检测装置（20）。 在接近状态检测装置20中，根据预先获
取的生物组织的图像数据来创建生物组织的模型46，并使用由立体内窥
镜装置14检测出的生物组织的位置数据，通过对模型46的计算来进行创
建。 获得无法检测到的隐藏区域H的位置数据，并且从获得的位置数据
和检测到的位置数据中，计算出手术器械12的尖端与危险部位D之间的
距离，该距离等于或小于预定阈值。 如果是，则确定状态正在接近。 
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